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今大会の主題は、「2020年のビ

ジョン：過去から学び、未来を築く

（・2020VISION:LearningthePast,

BuildingtheFuture）」であり、その

テーマに沿ったメインホールでの３

つの本会議と、会場を分散しての、

合計31の分科会が開かれた。また、

分科会には、日本からも関川 正氏

（日本公認会計士協会 主任研究員）、

加藤 厚氏（国際会計士倫理基準審

議会（IESBA）ボードメンバー、企

業会計基準委員会（ASBJ）前副委

員長）、大山 剛氏（有限責任監査

法人トーマツ リスク管理戦略セン

ター長）がスピーカーとして参加さ

れた。

11月10日に開催された開会式では、

イタリア当局やローマ当局をはじめ、

イタリア会計士協会会長である

GerardoLongobardi氏、IFAC前会長

であるWarrenAllen氏、今大会の

ImperialSponsorであるイタリア財

務省長官VincenzoLaVia氏による

ウエルカム・スピーチのほか、ナイ

ジェリア勅許会計士協会（ICAN）

によるアカデミックアワードの表彰

やIFACゴールド・サービス・アワー

ド（会計業界の発展に特筆すべき貢

献を行った方に与えられる）の授与

などが行われた。なお、IFACゴー

ルド・サービス・アワードは、

IFACの元専務理事で、国際公会計

基準審議会（IPSASB）の議長も務

め、現在は英国勅許公共財務会計協

会 （CIPFA） の議長を務めるIan

Ball氏に授与された。

開会式では、WarrenAllen氏より

スピーチがあり、今回のWCOAの主

題に関連して、会計プロフェッショ

ンとして経済の成長や安定にどのよ

うに貢献することができるのか、企

業や公的部門において会計職業専門

家が果たす役割をどのように拡大さ

せ能力の向上を図ることができるの

か、また、会計職業専門家の基軸で

ある倫理や高潔性を今後も引き続き

維持し高めるために何をすべきかに

ついて考えるきっかけをWCOAが与

えることを願うとし、・すべての道

はローマから始まる（Allroadslead

fromRome）・と締めくくられた。
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はじめに１ 開会式２

第19回 世界会計士会議（WCOA）
ローマ大会レポート

第19回世界会計士会議（WorldCongressofAccountants：

WCOA）が、2014年11月10日から13日にかけて、イタリア・

ローマにあるParcoDellaMusicaにて開催された。WCOAは、

国際会計士連盟（IFAC）が開催国の会計職業専門家団体と共

催で、４年に１回開催しており、会計業界及びビジネス業界で

活躍する様々な専門家をスピーカーやパネリストとして招へい

し、会計職業専門家に関わる様々な事項や最近の動向等につい

て、世界各国から集まる会計職業専門家が議論する場を提供し

ている。今大会には、日本からの参加者100名超を含む、140か

国から総勢約4,000名以上が参加し、盛大に催行された。

本稿では、主なテーマごと（開会式、公的部門の財務報告及

び管理の向上、統合報告、SMP・SME、倫理、金融機関の破

たんリスク、その他、閉会式）に会議の概要をレポートする。

なお、紙幅の都合によりレポートしきれないセッションは割愛

されていることをご了承願いたい。
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また、VincenzoLaVia氏によるウ

エルカム・スピーチの中で特に強調

されていたのは、ソーシャルメディ

アの発展を含むIT化やグローバル化

など、会計業界を取り巻く周囲の環

境が劇的に変化している中で、我々

会計業界についても将来を見据えた

上で進むべき方向を検討する必要が

あり、そのためにも世代間の結び付

きを強めることにより世代を超えた

検討をしていく必要があるというこ

とであった。 （文責：樫山 豪）

■11月12日 本会議２－「政府の透

明性と説明責任の強化：経済発展へ

向けて」

大会３日目の本会議２「政府の透

明性と説明責任の強化：経済発展へ

向けて」では、IPSASBの議長を務

めるAndreasBergmann氏を進行役

として、公的部門の報告及び財務管

理の向上の必要性や、公的部門にお

ける説明責任の改善について中国、

ヨーロッパ、カナダ、ニュージーラ

ンドの取組み事例が紹介された。公

的部門における報告や財務管理の向

上や説明責任の改善は、グローバル

経済及び金融のガバナンスに必要で

あるだけでなく、民主主義のレベル

を一層高め、公的資源の利用に関す

る透明性を増大させるために必要不

可欠なステップとなること等につい

て、議論が行われた。

スピーカーの１人であるYuWeiping

氏（中国財務部副部長）からは、

GDP世界第２位となった中国では、

社会システムの現代化が大きな改革

課題であり、政治、文化、社会科学、

人間行動などあらゆる局面に対して

改革が実行されていること、また、

海外における経済危機がどのような

原因で発生してしまったかを検証し、

財政と税システムの改革に取り組ん

でいる等の報告があった。同時に、

中国政府による公的部門に対する会

計と監査の制度化の結果、公的部門

には4,000万人の経理スタッフが働

いており、また、25万人の会計専門

家と82万の会計事務所が存在してい

ることから、これらの取組みが、会

計業界を大きく成長させるであろう

との見通しが示された。

一方、IPSASBのメンバーで欧州

会計士連盟（FEE）公的部門グルー

プの議長であるThomasM�ller-

Marqu�sBerger氏からは、ヨーロッ

パ諸国では、近年、経済成長が停滞

する中、財政は悪化しているが、こ

の大きな要因として考えられたのが、

政府の透明性の欠如であること、特

に、銀行などの民間企業に公的資金

が注入された場合に、政府に対して

課される説明責任についての問題提

起があった。また、現在、IPSASB

は公的機関に対する会計基準の制定

を進めているが、これは、例えば、

グローバルに活動する民間企業など

に公的資金などが注入された場合に

は、公的機関にもグローバルに通用

する会計基準が必要であると考えら

れるからである等の説明が行われた。

このほかに、カナダの事例も紹介

された。カナダは隣の大国である米

国に大きく影響されるため、「米国

が風邪をひけば、カナダは真冬にな

る」といわれている。カナダもやは

り財政赤字に陥っているが、経済危

機の際には厳しい政府の財政状態の

下、必要に応じて公的資金注入など

が行われており、その際に求められ

るのは透明性を持った財務情報であ

り、それが首尾一貫して作成・報告

されることで、政治上での意思決定

なども正しく行われるのではないか

と考えているとのことであった。

また、CIPFAの議長であるIanBall

氏からは、ニュージーランドにお

いて、公的機関における会計に発生

主義会計を導入した事例も紹介され

た。発生主義の適用は、結論として、

最も政府や公的機関の財政状態を適

正に表示しており、国民が理解しや

すいとのことであり、また、財政状

態の報告だけではなく、予算でも発

生主義を適用していくことも重要で

あること、ただし、これが浸透して

いくには長期的な取組みが必要であ

ることも付け加えられた。

（文責：脇 一郎）

■11月13日 本会議３－「統合した

考え方：業績改善と価値創造のカギ」

統合報告は、企業による長期的な

価値創造とそれに関連するコミュニ

ケーションについての定期的な報告

書に基づき、統合思考（Integrated

Thinking）が行われるプロセスであ

る。現在、ビジネスでは、内部のパ

フォーマンスを駆り立て、財務資本

の投資を引き付けるような企業の戦

略を理解し、対話するための伝導性

のあるレポーティング環境が求めら

れている。本セッションでは、国際

統合報告委員会（IIRC）のCEOを務

めるPaulDruckman氏を進行役とし

て、４名のパネリストを迎え、統合

報告を推進する企業での彼らの経験

が共有された。

AlexsandroBroedelLopes氏は、

ブラジルに本社を置くItauUnibanco

社のCFOを務めている。ItauUnibanco

社は世界で初めて統合報告を行っ

た企業である。その統合報告書は

666頁にも及び、彼はその統合報告

書は１つのプロダクトであると述べ
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た。また、統合報告は、企業の行動

を変えることにあると力説した。

南アフリカに本社を置くGold

Fields社CEOのNickHolland氏は、統

合報告の生みの親といわれている。

GoldFields社は、世界最大級の採掘

企業で、採掘事業は経済的、そして

社会的にプレッシャーのある事業で

あり、社会や監督機関とのつながり

を重視し、採掘事業を継続するライ

センスを維持していく旨、そのよう

な利害関係者とWin-Winな関係を築

いていくための重要なツールが統合

報告である旨を説明した。さらに、

従来のように、採掘の後に植林をし

たり、地域社会に寄付をするだけで

なく、より持続的な解決が求められ

ているため、企業価値を利害関係者

と共有するアプローチが必要とされ

ていると述べた。

ThomasKusterer氏は、ドイツに

本社を置くヨーロッパ有数のエネル

ギー会社であるEnBW社のCFOであ

る。Kusterer氏は、金融破たんによ

り世界は変わり、それによって企業

行動にも変化が求められており、統

合報告は今や、優良企業の間では必

須条件となってきている旨、また、

統合報告は、よりよい総括的な業績

マネジメントとなり、重要業績評価

指標（KPI）は、中長期的な企業戦

略の結果による業績を財務情報と非

財務情報により測定することになる

旨を述べた。

WarrenAllen氏は、この統合報告

及び統合思考に関して会計職業専門

家ができることはたくさんあるはず

だと述べた。会計職業専門家は、企

業と同じく長期的な視点に立ち、企

業のビジネス・モデル、企業文化、

リレーションシップ、ブランド力、

業界内での評判、外部環境の与える

影響をもっと理解する必要があり、

また、会計職業専門家が統合報告を

より理解するための教育が今後の課

題となると述べた。

（文責：臼杵大樹）

■11月11日 分科会１－１「新しい

監査報告書」

本セッションは、MichaelGewehr

氏（FEE監査保証政策グループ長）

を進行役として、LindaDeBeer氏

（国際監査･保証基準審議会（IAASB）

諮問アドバイザリーグループ議長）、

JamesDoty氏（米国公開企業会計

監視委員会（PCAOB）委員長）、

PhilipJohnson氏（WellcomeTrust社

監査委員会委員）、DanMontgomery

氏（IAASB副議長、EYGlobalServ-

ices社保証業務担当グローバル・ディ

レクター）をパネリストとして招き、

投資家や規制当局、その他の利害関

係者からの監査のさらなる透明性向

上の要請に応えるために、IAASBや

PCAOBが検討している監査報告書

の新たな内容等に関する議論が行わ

れた。

本セッションでは、既に英国で発

効している監査報告書への改訂や、

ヨーロッパで先日最終基準化された

監査改革法案に一致させるなど、実

務上可能な範囲で、監査報告書の内

容を一致させる必要性が訴えられ、

現行の監査報告書の様式を変更する

背景や提案されている改善がもたら

すメリット、適用に向けた計画、さ

らには今までに実施されてきた各種

のコンサルテーションに対して寄せ

られた意見等について話し合われた。

まず、前提として、2007年の金融

危機を発端に会計業界を取り巻く環

境は厳しくなってきており、その中

でも特に会計及び監査にその原因を

求める動きがあったことを挙げ、こ

のような不満を解消するためにも監

査の透明性が求められており、欧州

では各国によって歩みは異なるもの

の、まず英国では2012年より監査報

告書の内容の拡充が法制化され、ま

た、IAASBでは2015年初頭には新し

い国際監査基準（ISA）として新し

い監査報告書に関する基準を確定す

る予定であり、同様に、PCAOBで

も検討が進められてきている等の説

明があった。

今後、監査人に大きな影響を与え

る可能性のある分野としては、監査

報告書に「監査上の主要な事項

（KAM：KeyAuditMatter）」を記載

する点である。どのような内容を記

載するかについては監査人にその裁

量があるが、投資家をはじめとする

利用者からの要求は明確であり、他

の法律などの規制により開示できな

い部分以外はすべてを開示すること

が求められていること、これらの事

項を開示するメリットとしては、監

査報告書が拡充されることで利用者

は、監査人の視点で会社のリスクを

分析することができるようになると

のことであった。

この点、既に導入して１年が経過

した英国での実例として、会社によっ

てリスク情報の記載にばらつきが検

出され、まだそのプロセスは発展途

上であるが、今後は「より多くの」

開示をするのではなく、「よりよい」

開示をするように進めていくように

心がけている等の報告があった。

また、このような監査報告書にお

ける監査上の主要な事項の開示は、

例えば、監査委員会がリスクをより

明瞭に把握できるという観点や、経
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営者と密接な議論をして信頼を醸成

できるという点などにおいて、会社

にも大きな便益をもたらすと説明が

あった。

さらに、究極的には、監査報告書

の利用者の視点を忘れてはならない

こと、監査の過程を開示せずに、

「これが監査結果です」と報告をす

るだけでは利用者の理解が得られな

いと考えられること、そして、被監

査企業との間で監査人が既に議論を

している主要な事項についての情報

を監査報告書で開示するだけである

ため、経営者との議論の時間はかか

るにせよ、追加のコストはさほど大

きくないと考えられるとのことであっ

た。

最後に、監査人と経営者との議論

は非常に重要であると強調された。

監査報告書の記載内容を拡充する目

的は、監査人と経営者が対立して、

監査人サイドから「この会社はリス

クの高い会社である」とフラグを立

てるものでは決してなく、まずは、

監査人と経営者が、利用者に対して

価値のある情報を提供するという目

的で同一の立場にあることをお互い

がよく理解する必要があるとのこと

であった。その上で、今回の開示の

拡充は利用者たる投資家の要求であ

ること、また、会社の作成する財務

諸表に対する要求ではなく、あくま

でも監査報告書に対する監査人への

要求であることにつき説明すること

が重要であること、そのような議論

は会社によって画一的になるもので

はなく、会社の状況に応じた対応が

必要となるとのことであった。

（文責：樫山 豪）

■11月11日 分科会１－５「国際教

育基準及び監査人の能力」

進行役のEduardoOjeda氏（Baker

TillyCEO）より、パネリストの

YosephAsmelash氏（国際連合貿易

開発会議（UNCTAD）経済事務局）、

BelverdE.Needles氏（米国DePaul

大学教授）、HansVerkruijsse氏（オ

ランダTilburg大学教授）、 Eileen

Walsh氏（国際会計教育基準審議会

（IAESB）メンバー、KPMGビジネス

スクール担当パートナー）の紹介が

あり、続いて国際教育基準（IES）

の概要の説明があった。

IESは、 当初の専門能力開発

（IPD）としてIES第１号から第６号

があり、 継続的専門能力開発

（CPD）としてIES第７号と第８号が

ある。特に注目すべきなのがIES第

８号であり、財務諸表の監査を担当

する業務執行社員の会計職業専門家

としての能力について規定されてい

る。会計職業専門家には技術的な能

力はもちろんのこと、会計職業専門

家としての技量、価値観、倫理、心

構え等も求められている。そこで、

最初のディスカッションポイントは、

監査の質を向上させるために必要な

知識、技術、心構えとはどのような

ものかという点に置かれた。

パネリストからは、業務執行社員

に求められるものは、会計や財務、

税務、法規に関する技術的な能力だ

けでなく、専門家としての幅広い知

識や技術であること、さらに、監査

計画の策定やその伝達が多様化する

中で、組織の大きさにかかわらずコ

ミュニケーション能力は非常に重要

な能力であること、また、コミュニ

ケーション能力はクライアントに対

するものだけでなく、監査チームメ

ンバー間でも必要であり、コーチン

グやメンタリングなど多様で幅広い

スキルを獲得することも重要である

との意見が出された。そして、財務

情報が信頼されるためには監査の質

が重要であり、近年、データ分析を

実施するためのIT技術の向上が必須

となっているとの説明があった。こ

の点について、オランダの例が紹介

され、クラウドへの対応について学

生に教育するべきとの意見が出され

た。さらに、内部統制の問題点を伝

達するためのコミュニケーション能

力の向上も必要であり、相互的なコ

ミュニケーション能力が必須である

との意見が出された。また、多様に

変化する現在において、リサーチ力、

コミュニケーション能力の向上とと

もに職業的懐疑心の発揮が必要不可

欠であるため、教育的観点からのガ

イダンスを行うことの必要性につい

て意見が交わされた。

次に、進行役のOjeda氏より、現

在、125か国以上がIFRS及びISAを

適用しているが、異なる文化や法制

度、教育システムの下で監査が行わ

れていること、このような環境下に

おいて、IESがどのように監査人教

育の質を向上させ、グローバルに高

品質な財務及び非財務報告を達成す

ることができるかについて議論があっ

た。

パネリストからは、IESが監査の

質のベンチマークになるのではない

かとの意見も出された。さらに、財

務報告のみにとらわれず、非財務報

告の面からも考慮する必要があると

の意見が出された。そして、このIES

をどのように広めていくかについて

は明確でないため、資格付与制度の

導入や、e-learning等現実的な方法

を考慮すべきとの意見が出された。

また、監査の質を向上させるための

スキル獲得や職業的懐疑心の習得等

には大学の役割も重要で、大学と法

人とで教育すべきとの意見が出され

会計・監査ジャーナル No.715 FEB.201512



����������������������������������������������������

た。

最後に、Ojeda氏から、質の高い

監査には、財務報告サプライチェー

ンにおける利害関係者と適切にかつ

相互に十分なコミュニケーションが

できる監査人が必要であるが、その

利害関係者とは誰であると考えるの

かとの問いかけがあり、パネリスト

がディスカッションを行った。監査

を実施する主体、それを監督する機

関、そして、教育を提供する大学が

あるとの意見が出され、さらに、そ

れらが相互に共同することが必要で

あること、また、国際化が急激に進

む現在においては、対応が必要とな

るリスクは常に変化する状況にある

ため、職業的懐疑心を常に持つべき

との意見が出され、ケーススタディ

から学ぶ能力を持つことの重要性、

さらには、経済社会が国際化するの

と同様に教育・研修方法も変化する

必要があるとの意見交換がなされた。

（文責：田中久美子）

■11月11日 分科会１－６「IFRSへ

のコンバージェンスとグローバルな

一貫性」

１つの高品質の国際的な会計基準

へのコンバージェンスは、比較可能

性と一貫性を確保し、国際的な財務

安定性に寄与するともに、公共の利

益に資する。本セッションでは、国

際会計基準審議会（IASB）議長を

務めるHansHoogervorst氏を進行役

に迎え、４名のパネリストとともに、

IFRSの国際的なコンバージェンス

の状況について、彼らの見解を聞い

た。

企業報告方針グループの議長を務

めるMarkVaessen氏は、世界のIFRS

のコンバージェンスの状況を説明す

る折に、日本の状況に触れた上、１

つの国際会計基準への統合は非常に

近いところまできていると述べた。

米国勅許財務アナリスト協会

（CFAI）の財務報告政策担当ディレ

クターであるVincentPapa氏は、企

業や経済がこれだけ国際化を果たし

ている一方で、投資家は異なる基準

で作られた財務諸表の利益や純資産

を再調整し、比較している。財務諸

表の比較可能性の確保は必要不可欠

であると力説した。

証券監督者国際機構（IOSCO）の

第１委員会メンバーであるPatrick

Parent氏は、ヨーロッパ諸国がIFRS

を統一的に適用し、会計透明性を確

保している状況に触れ、投資家が何

を求めているかをよく理解し、会計

基準に反映させていくことの重要性

を説いた。

KPMG中国のパートナーである

LenJui氏は、IFRSは原則主義であ

り、あらゆる場面で会計職業専門家

としての判断が求められる一方で、

発展途中にあるアジア諸国において、

そのような判断のできる会計職業専

門家が不足しており、教育面でのチャ

レンジが今後の大きな課題になると

述べた。 （文責：臼杵大樹）

■11月11日 分科会１－11「会計士

の発展：中小事務所（SMP）を通じ

た国際化」

本セッションでは、MarkGold氏

（FEESMPフォーラム議長）を進行

役として、中小規模企業（SME）の

国際化の現況が説明され、現在、

SMEは何を必要としているのか、そ

してSMPはそれをどのように支援す

ることができるのかについてディス

カッションが行われた。

まず、 DanielLanreMonehin氏

（MasterCard社サブ・サハラアフリ

カ地域会長）より、国際化したSME

のニーズについてプレゼンテーショ

ンが行われた。SMEとSMPにとって

は、国際化が急激に進み、重要な影

響を受ける中、SMPが信頼を得るに

はどのようにすべきかについて説明

があった。すなわち、急激な変化に

対応するためには若い力が必要とさ

れており、技術の発展がサービスを

コモディティ化していること、その

ため、報酬が低下する傾向があるが、

その中においても競争力を高めてい

くことが重要である等の説明があっ

た。

次に、 JelilBouraoui氏 （Jelil

Bouraoui&Associates会計事務所）

より、アフリカ及び中東でSMEをい

かにサポートするかについてプレゼ

ンテーションが行われた。最初にチュ

ニジアの経済の概要と、そのような

中でのチュニジアの政府機関等が果

たしている役割や提供している支援

についての説明が行われ、SMEが従

事している事業は一般的に小規模で

あるため、アドバイザーとしては

SMPが好まれるとの話があり、国際

化する自動車用ケーブルの製造会社

に対するサポートの例が紹介された。

SMEが経済を支えていることから、

それをサポートするSMPが経済成長

の重要なカギとなるとの意見が述べ

られた。

続いて、IngeSaeys氏（IFACSMP

委員会メンバー）より、ベルギーの

SMPとしてサービス提供した経験か

らプレゼンテーションが行われた。

ベルギーはGDPの85％を輸出が占め

ており、ヨーロッパにおける重要拠

点として設立しやすい利便性を有し

ている。したがって、ベルギーは国

際的にならざるを得ない状況である。

ベルギーのSMPは海外ネットワーク

等を通じて、クライアントからコン

タクトを受けており、口コミも多い
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こと、さらに、SMPは現地の言語と

知識を生かして、柔軟かつ敏速に対

応し、報酬も合理的な価格であると

いう理由から受け入れられやすいと

の説明があった。

最後にKamleshShivjiVikamsey氏

（KhimijiKunverji会計事務所シニア

パートナー）より、インドにおける

SMPの支援状況についてのプレゼン

テーションが行われた。SMEの問題

にはテクノロジーを駆使する方法も

あるが、コストがかかること、この

点、個人でのサービスを提供するこ

とができるSMPは優位性を持ってい

ること、さらに、インドにおいては、

政府の援助がSMEにあり、インド勅

許会計士協会（ICAI）が設置する

委員会においてもSMPに対する支援

が提供されているとの説明があった。

また、現在、SMPはビジネスチャン

スをとらえて、よりよいサービスを

提供できる環境にあること、したがっ

て、今こそチーム力、知識及びイン

フラを強化し、国内外のネットワー

クを利用して加速すべきであるとの

説明があった。（文責：田中久美子）

■11月11日 分科会１－15「非営利

団体による財務報告」

進行役のPamelaMonroeEllis氏

（IFAC理事会メンバー、ジャマイカ

会計検査院長）より、パネリストの

RetoEberle氏（スイスGAAPFER委

員会常務委員会メンバー）、Luciano

Hinna氏（イタリアTorVergata大学

教授）、関川 正氏（日本公認会計

士協会 主任研究員）、NigelSleigh-

Johnson氏（イングランド・ウェー

ルズ勅許会計士協会（ICAEW）財

務報告部長）の紹介があった後、議

論が行われた。

近年、非営利組織が各国で重要な

役割を占めているにもかかわらず、

国際的な会計フレームワークが存在

していない。今回のディスカッショ

ンでは、各地域のフレームワークを

用いた際の経験を各パネリストが紹

介し、非営利組織の会計処理で最も

困難となる部分、例えば、情報シス

テムに関する問題、スタッフの研修、

利害関係者への情報発信、報告その

他の適用上留意すべき点などが議論

された。

まず、英国の会計士協会が共同で

行った国際調査の結果が紹介された

後、英国の事例が紹介された。英国

（イングランド、ウェールズ、北ア

イルランド、スコットランド）では、

2014年度に16万5,000の非営利団体

登録があり、総売上が630億ポンド

（約1,000億米ドル）の実績がある。

課題としては、これらのNPOの活動

及び資金供給がよりグローバルになっ

ており、財務報告もグローバルベー

スが必要になってきているという点

である。事実、英国におけるNPOの

20％は多国籍で活動をしている。も

ちろん補助金提供組織も国際化して

いる。しかしながら、現在、国際的

なNPO会計基準がないことで、利害

関係者に対する財務報告が不完全に

なっていることは否めない。

続いて、イタリアの事例も紹介さ

れた。イタリアでは、30万のNPOと

100万人のボランティアが働いてい

る。イタリアでは学会が主導して、
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非営利事業体は・bilanciodimissione

（使命と成果）・という報告を作成す

ることを提言した。その後、銀行保

有財団（銀行の株式を保有し、その

配当で公益事業を行う財団）で、

・bilanciodimissione・を報告するこ

とが必須となり、その実務は他の

NPOにも広まっているとのことであ

る。

日本の事例は関川 正氏から紹介

された。日本において以前は、非営

利セクターは政府の強い規制下にあ

り、ボランティア活動は欧米ほど活

発ではなかったが、阪神・淡路大震

災でボランティア活動が大きな役割

を果たしたことから、民間の自主的

な公益活動への関心が高まり、NPO

法の制定や公益法人改革が行われた

ことが紹介された。ただし、NPO会

計基準については、依然として、そ

れぞれの分野ごとに所管省庁で定め

られ、細分化しているのが現状であ

り、そのような状況を変えるための

日本公認会計士協会の活動が紹介さ

れた。最後に、関川氏の個人的な意

見と前置きした上で、NPO会計基準

が独立した文書であるべきこと、

NPOは、ほとんどが小規模であるこ

とから、最初に小規模組織向けの会

計基準を検討し、大規模組織向けの

基準はそれらに追加する「小規模組

織を最初に考慮する」アプローチが

よいと考えていると述べられた。

スイスの事例も紹介された。スイ

スのNPO会計基準は1980年代に制定

され、NPOに関する特殊な項目は別

途その中に規定されていた。その後

15年かけてスイスの会計基準設定主

体がNPO会計基準を制定した。その

財務報告は基本的に通常の財務報告

と変わらないが、資本の部分が多少

異なるものとなっているということ

である。

いずれにせよ、NPO会計基準は、

まだまだ成熟されているものではな

く、これからグローバル視点で検討

を進めていくべきものであるという

ことや、国際的なNPO会計基準がな

い現状では、IFRSに加え、公的機

関向けの会計基準である国際公会計

基準を考慮することも有用とのメッ

セージがあり、パネルディスカッショ

ンは終了した。（文責：脇 一郎）

■11月12日 分科会２－４「倫理規

則：行動を形成する－国際倫理規程

適用上のチャレンジと向上」

進行役のBobFranchini氏（EYイ

タリア パートナー）からパネリス

トのAnnaKarmanska氏（ポーラン

ド会計士協会倫理委員会委員長）、

加藤 厚氏（国際会計士倫理基準審

議会（IESBA）ボードメンバー、

ASBJ前副委員長）、IanRushby氏

（IFAC企業内会計士委員会メンバー）、

NicVanDerEnde氏（公益監視委員

会（PIOB）メンバー）、DonThomson

氏（IESBAボードメンバー、グラン

トソントン・カナダ倫理及び独立性

担当ディレクター、品質管理担当パー

トナー）の紹介があった後、議論が

行われた。

IESBAが公表している倫理規程に

は、会計職業専門家の役割と責任が

定義されており、当該規程は監査を

実施する、又は企業で勤務している

かに関係なく、すべての会計職業専

門家に適用される。本ディスカッショ

ンでは、特に、SMP及び企業等に勤

務している会計職業専門家について、

当該倫理規程を適用する際の課題及

びその影響が議論され、直近に見込

まれる改訂及びその影響が説明され

た。また、全世界で倫理規程がより

効果的に適用されるようにするには

どうすべきかについて、活発な議論

もあった。

パネリストからは、まず我々会計

職業専門家にとって職業倫理は公共

の利益という観点から重要視されて

きていること、それゆえにマーケッ

トから高い倫理観を持って業務をす

ることが期待されていることが述べ

られた。基本的に、職業倫理につい

ては各国ごとに、それぞれの会計職

業専門家団体などにより規定されて

いるが、職業倫理の問題は国を超え、

既にグローバルに大きな影響を及ぼ

す要素になっているため、IESBAで

は、「CodeofEthicsforProfessional

Accountants（倫理規程）」を制定し、

会計職業専門家としての役割と責任

を定義しているほか、ガイドライン

となるような行動規範をIESBAが規

定している旨の説明があった。

SMPの倫理に関する課題について

も議論された。特に、SMPは中小企

業をクライアントに持つ場合も多い。

中小企業にクライアントサービスを

提供する際の課題は、例えば、アド

バイザリーサービスなど非監査業務

における倫理観の保持があり、これ

はアドバイザリーサービスを提供し

ている場合には、その結果が中小企

業の経営者の意思決定に相当な影響

を及ぼすためである旨、説明があっ

た。

また、2014年11月に企業等所属の
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職業会計士（PAIB）が情報の報告

及び倫理規程の基本原則への違反プ

レッシャーに対処するための倫理規

程PartC「企業等所属の会計士に関

する規定」改訂案を公表している旨

の説明があった。現行の倫理規程で

は、PAIBが誤った情報への関与を

やめるステップを取ることを求めて

いるが、その具体的なガイダンスは

提供していないため、本公開草案で

は、問題解決のために取るべきステッ

プとそれらのガイダンスを具体的に

規定し、問題が発生した後でも

PAIB自身で解決ができなかった場

合に取るべきステップについても規

定することにしたとのことであった。

そして、すべてのオプションを行使

しても改善されない場合の最後の手

段として、PAIBはその情報に関与す

ることを拒否するか、所属する組織

から辞職することを検討すべきであ

ることを提案している。

同時に、PAIBが「疑いのある違

法行為（NOCLAR）」に直面した際

の対応についても議論された。ここ

ではすべての会計職業専門家は、倫

理規程の基本原則である、誠実性の

原則及び職業的専門家としての行動

の基準に準拠し、企業又は経営者が

行った違法行為を是正又は未然に防

止する対応をすることが求められ、

状況によっては退職などの措置をと

ることも検討する必要があるとして

いる。

また、学生を含めた若い人材に対

する倫理教育の重要性についても言

及があった。目の前の規程や法律を

整備していくだけではなく、若い人

材に対する倫理教育を充実させるこ

とで、会計職業専門家としての高い

職業倫理行動を、より浸透させてい

くことができるのではないかとのコ

メントがあった。

PAIBに関する部分については会

場からも多くの質問があり、実務上

のプレッシャーにどのように対応す

るか、また、退職などに至ってしまっ

た場合の経済的な課題などの質問が

寄せられた。難しい課題ではあるが、

結局は会計職業専門家としての倫理

は守らなければならないということ

がパネリストからは強く主張された。

（文責：脇 一郎）

■11月12日 分科会２－５「金融機

関の破たんリスクの抑制」

近年の金融機関の破たんは、金融

機関、監査人、そして、監督官庁に

対する公共の期待を新しいレベルへ

と導いている。それと同時に、新し

く、かつ異なるリスクが生じ、金融

機関のリスク管理に関わる技術の革

新を進めこれらを管理していくこと

が求められている。

本セッションでは、IFACのエグ

ゼクティブ・ディレクターのRus-

sellGuthrie氏を迎え、有限責任監査

法人トーマツのリスク管理戦略セン

ター長の大山 剛氏を含む４名のパ

ネリストが、この金融セクターでの

利害関係者からの期待に応え、どの

ように金融機関における未来の破た

んリスクを軽減できるかについて、

それぞれのプレゼンテーションを用

いて説明をされた。

イングランド銀行のPatriciaSucher
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氏からバーゼル規制の説明がなさ

れた。また、同氏は、近年、中国の

金融システム問題として再び注目を

集めた「シャドーバンキング」につ

いても言及した。

PwCUKのシニアパートナーであ

るHenryDaubeney氏は、安定性に重

きを置いた規制・基準の強化や、流

動化マネジメントやストレステスト

態勢を整備することで、金融機関の

リスクをより理解することが重要と

強調した。また、会計・監査の基準

が改正され、金融商品の評価、ロー

ン損失引当金等での専門家の利用が

促された点を指摘した。

オランダ銀行のPaulCavelaars氏

からは、金融機関の破たんリスクを

軽減するため、起こり得るストレス

事象をあらかじめ具体的に想定し、

これに対する対応策を練るフォワー

ドルッキングなリスク管理を行うと

ともに、新たな視点として、金融機

関のビジネス・モデルの理解や、さ

らには、行動規範や企業文化の理解

が必要となり、それらの理解に基づ

きリスク分析を行う必要があると述

べた。

大山 剛氏からは、近年のグロー

バル金融規制の動向を８つのカテゴ

リーに分けた上で、自身の日本銀行

時代の経験も踏まえながら、いかな

るタイプの規制が現状の日本やアジ

ア諸国の金融機関にとって必要で、

逆にいかなるタイプのものがかえっ

て弊害をもたらす可能性が大きいか

が、説明された。また、金融機関の

保有する金融資産のポートフォリオ

に対し、異なる規制が異なる方向の

リバランス圧力を加えていることに

関する説明があった。さらに、最近

のグローバル金融規制の全般的イン

パクトに関し、よい面として、「大

きすぎて潰せない（TooBigToFail）」、

銀行がより強靭でシンプルな構造と

なり、さらにフォワードルッキング

なリスクに焦点を当てたリスク管理

強化がなされるようになったこと等

を挙げ、一方で、悪い面として、グ

ローバル規制のフレームワーク自体

がより複雑化し、予期せぬ結果をも

たらす可能性が高まっていること等

を挙げられた。（文責：臼杵大樹）

■11月13日 分科会３－３「会計職

業専門家団体の発展に向けた貢献と

支援」

進行役のSylviaTsen氏（IFAC品

質管理及びメンバー・リレーション

ズ担当ディレクター）より、パネリ

ストのPaulHurks氏（オランダ会計

士協会教育及び開発担当ディレク

ター）、CarolineJ.Kigen氏（会計職

業専門家団体開発委員会（PAODC）

副委員長）、VernonSoare氏（ICAEW

基準担当エグゼクティブ・ディレク

ター）、 及びJenniferThomson氏

（世界銀行最高財務管理責任者）の

紹介があった後、議論が行われた。

健全な公共部門及び民間部門の財

務管理システムを構築することは、

特に、新興国をはじめ、すべての経

済圏の不可欠な目的となる。本セッ

ションでは、政府その他の公的部門

の利害関係者がこの目的を達成する

際の、会計職業専門家団体（PAO）

の重要な役割について議論した。

IFACのPAODCは会計専門職が経済

発展に寄与することを促進しており、

またIFACと支援団体（ドナー・コ

ミュニティ）の間で交わされた「会

計の強化と協力を向上させるための

覚書（MOSAIC）」に基づき、PAO

の役割を強化し、国の金融インフラ

の質の改善に向けて、その認知度を

高め、発展に向けた手段を識別し、

知識を共有するための施策の実施に

取り組んでいる。

PAOは各国の会計職業専門家団体

として、業界団体の利益保持のため

の活動を行っており、このような

PAOを支援する活動をしているのが

PAODCである。PAODCには３つの

目標が設定されている。１つ目は、

PAOがなぜ重要なのかを利害関係者

に理解させ、PAODCがPAOを支援

している理由を認識してもらうこと、

２つ目は知識の共有、３つ目は、

PAO支援のための様々なツールやガ

イダンスを公表していくことである。

３つ目のツールやガイダンスのい

くつかについては、既にIFACのウェ

ブサイトで閲覧し取得することがで

きる。この活動は、IFACが主導し

ているMOSAICとも連動して行って

おり、各国のPAOには大きな支援に

なっていると考えているとのことで

ある。

また、我々会計職業専門家の活動

を強化し、最終的には経済の発展に

寄与するためには、PAOは、強く、

存在感のある団体でなければならな

らず、また、我々の存在をアピール

することで優秀な若い人材を取り込

むこともとても重要なことである。

さらに、例えば、監査マニュアルの

整備や教育教材の作成の支援をする

ことで、経済的に小さな国であって

もPAODCがPAOをしっかり支援す

ることにより、その国の経済活動を

支えていくことができるとのことで

ある。これは、会計職業専門家の業

務品質を保つ上で非常に重要であり、

我々業界がグローバルに信頼を得て

いくためには必要不可欠なことであ

ると考えているとの説明があった。

PAOがグローバルに個々の会計職

業専門家に対して、技術的、実務的
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に支援することで健全な経済発展を

生み出すことができる。その意味で、

PAOは重い責任があると考えており、

IFACは継続してMOSAICに基づき

ツールやガイダンスを各国のPAOに

提供し続けるとのことであった。

以上のディスカッションを受け、

残りの時間は質疑応答セッションと

なった。質疑応答では、PAOがさら

に強い存在感を示すために、例えば、

会計職業専門家に対する試験に対し

てより影響力を行使すること、さら

に大学など教育機関との強い連携も

模索できるのではないかという意見

もあった。PAOが強い組織になるこ

とが、経済と業界ともに利益を享受

できるという共通認識を持つことが

重要であるというメッセージがあり、

パネルディスカッションは終了した。

（文責：脇 一郎）

大会最終日である11月13日に、閉

会式が行われた。閉会式では、

IFAC初の女性会長となる米国公認

会計士協会元会長のOliviaKirtley氏

より閉会の挨拶があった。今後、会

計職業専門家として、どのような選

択をし、何に挑戦し、どのような機

会を掴んでいくかが重要となるとし

た上で、前米国国務長官のHillary

RodhamClinton氏が出版した回顧録

・HardChoices（難しい選択）・を引

用し、まずは、過去から継続してい

る問題の解決（最近の規制の強化の

動きへの対応）、新しい出来事や喫

緊の脅威への対応（例えば、企業不

正や金融危機など）、そして、新し

い機会を掴むこと（新しい技術の利

用や統合思考の導入など）が必要で

あり、今回のWCOAで様々な国の専

門家によって議論が行われ、問題提

起がなされたことを基礎として、引

き続き、検討や取組みを進めていく

ことが重要であるとの発言があった。

また、IFACの取組みの１つとして

進められているPAOに対する支援に

関しては、IFACが英国の国際開発

庁（DFID）から受けた資金援助を

用いて重点的に会計専門職や団体の

機能強化に取り組む国として、ガー

ナ、ルワンダ、及びウガンダの３か

国が発表された。最後に、ゲーテの

格言である ・Knowingisnotenough;

wemustapply.Willingisnotenough;

wemustdo.（知ることだけでは充分

ではない、それを使わないといけな

い。やる気だけでは充分ではない、

実行しなければならない）・が紹介

され、会計専門職が、引き続き、共

同して新たな課題や挑戦に取り組ん

でいくことの重要性が強調され、閉

会の挨拶が締めくくられた。

なお、IFACのセンピア・アワー

ド（IFAC初代エグゼクティブ・ディ

レクターのRobertSempier氏の功績

を表して設けられた賞で、会計プロ

フェッションの発展に長年貢献した

個人にWCOAの場で授与される賞）

がアフリカ会計士連盟やケニア公認

会計士協会の設立に貢献し、IFAC

理事会や推薦委員会等各種委員会・

審議会で約23年にわたって貢献して

きたケニア出身のNdung'uGathinji

氏に授与された。最後に、次回2018

年にシドニーで行われるWCOAのプ

ロモーション・ビデオが放映され、

会議は成功裏に終わった。

（文責：樫山 豪）

＊ WCOAの開会式等、一部のビデ

オがWCOAウェブサイトで一般に

公開されています。ご興味のある

方は、是非、ご覧ください（http

://www.wcoa2014rome.com/video.

aspx）。
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